
福岡県公安委員会

旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

粕屋中央小学校前 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－３－１先

原町（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町若宮１－１１－１１先

原町（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－７－３２先

原町西（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町原町１－７－５先

長者原（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東３－１－３０先

長者原（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東６－１５－１３先

長者原（北向き） 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東１－６－１８先

魁誠高校前（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東３－３－２７先

長戸（北向き） 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東２－１－２９先

戸原（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町戸原西１－８先

毛田池公園（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東１－３－１７先

購買店前（南向き） 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－１８－１６先

甲仲原（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－２４－１先

萱場（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿３－１７－１６先

酒殿（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿３－４－５先

宮崎（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１３－７先

扇橋（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８２３先

　 粕屋町における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車
又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

　 粕屋町と運行業務委託契約を
締結した一般旅客自動車運送事
業者による一般乗合旅客自動車
運送事業（道路運送法施行規則
第3条の3第3号に規定する区域運
行に限る。）の用に供する乗車定
員１１人未満の自動車（通称「の
るーと粕屋」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る
運行時間内に限るものとする。

　粕屋町地域公共交
通会議を経て令和８年
２月２５日合意
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旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

扇橋（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８１３先

四軒屋（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５４６－１先

釜屋・イオン前（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５７４－１５先

釜屋・イオン前（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５６７－１０先

吉田（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２６４８先

内橋（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西１－４－２０先

長福寺（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻７９５先

丸山（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈７５５－１先

大隈（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈３２０－１先

大隈（東向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈４１３先

門松（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈８８－１先

黒の前（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１２２９先

粕屋警察署（西向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１４７－１先

脇田（南向き） 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１５９－１先

　 粕屋町と運行業務委託契約を
締結した一般旅客自動車運送事
業者による一般乗合旅客自動車
運送事業（道路運送法施行規則
第3条の3第3号に規定する区域運
行に限る。）の用に供する乗車定
員１１人未満の自動車（通称「の
るーと粕屋」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る
運行時間内に限るものとする。

　粕屋町地域公共交
通会議を経て令和８年
２月２５日合意
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